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山口県資源管理指針 
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第１ 山口県の海洋生物資源の保存及び管理に関する基本的な考え方 

(1) 山口県の漁業概観 

山口県は本州の最西端に位置し、三方が日本海、響灘及び瀬戸内海の 3 つの海に開

けている。海岸線の総延長は全国第 6 位の 1,503km に達し、屈曲に富んでいること

から、漁港整備、水産資源の増養殖のための自然条件に恵まれ、古くから漁業が盛ん

である。 

日本海側は、海岸線は一般に単調で急深であるが、中部海域は湾入、島嶼に富み、

天然礁が数多く点在しており、また、大陸棚が遠く対馬、朝鮮半島まで達している。

このため、ぶり、いさき、いか一本つり漁業や建網漁業、あわび、さざえ等の定着性

魚介類を対象とする採貝漁業等のほか、いわし、あじ、さば等の回遊性魚類を対象と

するまき網漁業、敷網漁業（棒受網漁業）、すくい網漁業等が営まれている。 

また、日本海で操業するふぐ・あまだいはえなわ漁業、下関漁港を基地とする沖合

底びき網漁業などの沖合漁業や、ぶり、まぐろ等の魚類養殖業、わかめ養殖業等が営

まれている。 

瀬戸内海側は、潮位差が大きく、西部海域を中心に広大な干潟を形成している。こ

のため、西部海域では、小型えび類等を対象とした小型機船底びき網漁業や、まてが

い、なみがい、たいらぎ等を対象とした採貝漁業、潜水器漁業等とともにのり養殖業

が営まれている。 

一方、中東部海域には数多くの島々が点在し、岩礁域に富んでおり、まだい、くろ

だい、ふぐ、かれい、たこ、なまこ等の各種魚介藻類の生息、繁殖に適しているため、

小型機船底びき網漁業、建網漁業、一本つり漁業、はえなわ漁業等を主体とした漁船

漁業が営まれている。 

 

(2) 漁業構造 

① 漁業経営体 

平成 20 年の漁業経営体数は 4,553 経営体で、平成 18 年の 4,469 経営体に比べ

84 経営体（1.8%）の増加となった。（ただし、平成 15 年に比較すると 923 経営体

の減少） 

また、内訳を見ると、日本海が2,297

経営体、瀬戸内海が 2,256 経営体とな

っているほか、そのほとんどは零細な

(単位：経営体 )

区分 合計 構成比 日本海 瀬戸内海

合計 4,553 100.0% 2,297 2,256

個人経営 4,448 97.7% 2,226 2,222

団体経営 105 2.3% 71 34

（出典：漁業センサス）

経営組織別経営体数（平成２０年）
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個人経営で、全体の 97.7%を占めている。 

② 漁業就業者 

平成 20 年の漁業就業者数は 6,723 人で、平成 15 年に比べ 1,361 人減少した。 

また、男性の漁業就業者のうち、60 歳以上の占める割合は 62.8%と高く、年々

高齢化が進行している。 

（単位：人）

昭和58年 昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年

14,548 12,429 9,783 8,033 6,815 5,770

40歳未満 3,563 2,573 1,225 747 602 511

40歳～59歳 7,808 6,337 4,379 2,892 2,157 1,634

60歳以上 3,177 3,519 4,179 4,394 4,056 3,625

3,723 3,049 2,233 1,746 1,269 953

18,271 15,478 12,016 9,779 8,084 6,723

（出典：漁業センサス）

漁業就業者数の推移

区分

男性

女性

合計

 

 

 

(3) 生産動向 

海面漁業・養殖業生産量は、平成 2 年までは 20 万トン台を維持してきたものの、
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16,000

20,000

昭和58年 昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年

年齢階層別漁業就業者数の推移

40歳未満 40歳～59歳

60歳以上 女性

男性就業者のうち60歳以上の割合
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平成 4 年を最後に遠洋漁業が撤退したことや沖合漁業の不振等により、生産量は急速

に減少し、平成 24 年には 33,181 トンとなった（対前年比 8,577 トン（20.5％）減少）。 

漁業生産額については、平成 23 年は 194 億円で前年より 7 億円減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：トン）

沖合底びき網 小型機船底びき網 まき網 船びき網 さし網 その他の網 沿岸いか釣 その他の釣 採貝・採藻 のり類養殖

H22 6,230 5,207 4,748 4,638 2,905 5,121 1,509 2,575 1,383 3,550

H23 6,162 5,023 4,892 4,048 2,411 4,413 1,415 1,879 1,448 3,223

H24 6,608 3,820 2,550 4,089 2,018 2,968 1,103 1,677 1,337 2,700

（出典：山口県農林水産統計年報）

主要な漁業種類別生産量（H２４の上位10漁業種類）

（単位：トン、億円）

区分 昭和58年 昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

生産量 278,601 244,562 135,544 89,163 60,093 50,202 4,716 47,178 41,758 33,181

遠洋漁業 35,738 10,918 - - - - - - - -

沖合漁業 158,274 159,765 81,615 47,063 28,403

沿岸漁業 66,759 56,045 40,776 32,824 24,724

養殖業 17,830 17,834 13,153 9,275 6,966 3,624 3,524 4,372 4,018 3,556

生産額 977 721 537 362 276 245 214 201 194 -

（出典：山口県漁協の動き、山口県農林水産統計年報）

29,625

部門別海面漁業・養殖業の生産量・生産額の推移

46,578 1,192 42,806 37,740
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(4) 山口県の資源管理実態 

本県では、昭和 63 年から平成 9 年にかけて、資源管理型漁業推進総合対策事業を

導入し、日本海海域においてまだい、ひらめ、いさきについて、瀬戸内海海域におい
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（単位：トン）

かたくちいわし いか類 まあじ かれい類 ちだい・きだい ぶり類 まだい 貝類 さば類 うるめいわし

H22 6,103 3,092 5,088 1,728 1,231 2,692 909 1,406 3,600 1,969

H23 5,882 3,193 4,679 1,854 1,260 1,769 1,101 1,315 2,324 1,246

H24 5,080 2,373 2,135 1,567 1,423 1,302 1,047 1,038 872 883

（出典：山口県農林水産統計年報）

主要な魚種別生産量（H２４の上位10魚種）
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てまだい、とらふぐ、すずきの資源管理に取り組んでいる。 

平成 3 年から平成 6 年にかけて、資源管理型漁業推進総合対策事業のうち、地域重

要資源調査を導入し、日本海海域においてあわび、くるまえびについて、瀬戸内海海

域においてあさりの資源管理に取り組んでいる。 

平成 7 年から平成 9 年にかけて、沿岸特定資源調査を導入し、瀬戸内海海域におい

てがざみの資源管理に取り組んでいる。 

また、平成 13 年 6 月に制定された「水産基本法」に基づき、資源回復計画に取り

組むこととし、平成 23 年度までの間、資源回復計画制度の下で関係県と連携し、日

本海海域においては、「九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画（平成 17 年 4 月

15 日公表。平成 18 年 3 月 31 日、平成 22 年 3 月 30 日一部改正）」、「日本海西部・

九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復計画（平成 18 年 10 月 13 日

公表）」に、瀬戸内海海域においては、「サワラ瀬戸内海系群資源回復計画（平成 14

年 4 月 21 日公表。平成 15 年 2 月 28 日、平成 19 年 3 月 29 日、平成 21 年 3 月 31

日一部改正）」、「周防灘小型機船底びき網漁業対象種（カレイ類、ヒラメ、クルマエビ、シ

ャコ、ガザミ）資源回復計画（平成 16 年 11 月 19 日公表、平成 21 年 3 月 31 日一部改

正）」に取り組んだ。 

なお、「九州・山口北西海域トラフグ」については、資源回復計画制度が終了した

平成 24 年度以降も関係漁業者、関係県及び国等が連携、協力する「広域資源管理」

の取り組みが重要であることから、同計画を基本的に引き継ぐ「九州・山口北西海域

トラフグ広域資源管理方針（平成 24 年 2 月 3 日公表、平成 26 年 3 月 12 日更新）」

が関係県行政、漁業者代表で合意され、引き続き広域的な資源管理に取り組んでいる。

また、「周防灘小型機船底びき網漁業対象種（カレイ類、ヒラメ、クルマエビ、シャコ、ガザ

ミ）資源回復計画」については関係県で覚書を締結し、引き続き広域的な資源管理に

取り組んでいる。 

この他、本県独自に取り組んだ「山口県日本海海域あまだい類資源回復計画（平成

18 年 7 月 24 日公表）」は「山口県日本海海域におけるはえ縄漁業の資源管理計画（平

成 23 年 6 月 25 日作成）」に、「山口県瀬戸内海アサリ資源回復計画（平成 18 年 3 月

28 日公表）」は「瀬戸内海におけるアサリ資源管理に関する確認事項（平成 24 年 2

月 29 日）」に引継ぎ、小型魚の保護、漁具規制等についても自主的な資源管理を行う

こととされた。 

 

資源管理型漁業の取組の推移 

○資源管理型漁業推進総合対策事業 

区分 事業期間 策定年 対象魚種（地区） 

広域 S63～H4 H4 まだい（日本海全域） 

広域 S63～H4 H4 まだい（瀬戸内海全域） 

広域 S63～H4 H4 ひらめ（日本海全域） 
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広域 S63～H4 H4 とらふぐ（瀬戸内海全域） 

地域重要 H3～H4 H4 あわび（萩地区） 

地域重要 H4～H5 H5 あさり（防府地区） 

地域重要 H5～H6 H6 あわび（豊北町和久地区） 

地域重要 H5～H6 H6 くるまえび（油谷地区） 

広域 H5～H9 H9 いさき（日本海全域） 

広域 H5～H9 H9 すずき（瀬戸内海全域） 

沿岸特定 H7～H9 H9 がざみ（宇部・小野田・山陽地区） 

○資源回復計画 

区分 事業期間 策定年 対象魚種（地区） 

広域 H14～H23 H14 サワラ瀬戸内海系群資源回復計画 

広域 H16～H23 H16 周防灘小型機船底びき網漁業対象種資源回復計画 

広域 H17～H23 H17 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画 

包括的 H18～H23 H18 日本海西部・九州西海域底びき網漁業（２そうびき）包括的資源回復

計画 
地先 H18～H23 H18 山口県日本海海域あまだい類資源回復計画 

地先 H18～H23 H18 山口県瀬戸内海アサリ資源回復計画 

 

 

(5) 資源管理の方向性 

本県は、漁業調整規則等で規定されている採捕禁止期間や体長制限等の公的規制の

遵守を徹底するとともに、これまで取り組んでいるＴＡＣ管理や本県沿岸、沖合にお

ける重要水産資源のうち、特に資源減少が著しいさわら、小型底びき網対象種（かれ

い類、くるまえび等）、とらふぐ、あさり、あまだい類の資源回復計画に基づく漁獲

努力量の削減措置も含め、本指針に基づき漁業者の自主的な資源管理の取組を促進し、

併せて藻場・干潟、浅海域等の沿岸漁場の有効利用や本県の海域特性に応じた増養殖

対象種の導入を促進することにより、資源回復を図る。 

なお、本指針における公的規制とは、漁業関係法令に基づく各種規制（漁業権行使

規則及び海区及び広域漁業調整委員会指示を含む。）を指すものとするが、公的規制

であっても従来自主的に実施されていた資源管理の取組であって、水産基本計画（平

成 14 年 3 月閣議決定）に基づく取組の開始された平成 14 年度以降にこれら公的規

制に移行したものについては、本指針においては、自主的取組とみなし、取り扱うも

のとする。 

 

 

  



7 

 

第２ 海洋生物資源等毎の動向及び管理の方向 

 ◇ 瀬戸内海海域 

【魚種別資源管理】 

(1) さわら類 

① 漁獲の状況 

当該魚種は、主にさわら・たい・まながつお流さし網により漁獲されているこ

とから、魚種別管理を行う。 

当該魚種の資源量は、昭和 63 年の 11,096 トンから急激に減少し、平成 10 年

は 688 トンとなったが、その後回復傾向に転じ、平成 23 年は 3,568 トンまで回

復した。 

さわら類 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

資源量 - 11,096 4,094 688 3,649 2,110 3,808 3,844 3,568 -

漁獲量 150 118 9 0 96 82 123 116 117 73

（出典：資源量は「平成24年度サワラ瀬戸内海系群の資源評価」、　漁獲量は「漁業養殖業生産統計年報」）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

資源の減少をくい止めた上で安定した回復傾向にすることを目標とする。 

③ 資源管理措置 

さわら・たい・まながつお流さし網漁業： 

今後とも資源量の減少をくい止めた上で安定した回復傾向を維持するため、漁

業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点

的に漁期短縮の設定に取り組む必要がある。 

また、上記の措置の他、サワラ瀬戸内海系群資源回復計画（平成 14 年 4 月 21

日公表）により取り組んできた漁具規制（網目制限）の措置についても引き続き
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取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(2) あさり 

① 漁獲の状況 

当該魚種の漁獲量は、潜水器漁業と採貝漁業によるものであるが、昭和 58 年

の 8,557 トンから急激に減少し、近年は潜水器漁業による漁獲はなく、徒手採捕

の採貝漁業のみによる 10 トン前後の漁獲量で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

あさりの漁獲量を 100 トンに回復させることを目標とする。 

③ 資源管理措置 

採貝漁業（あさり）： 

今後、あさりの漁獲量を回復させるためには、漁業調整規則や海区漁業調整委

員会指示、漁業権行使規則を遵守するほか、自主的措置として、重点的に漁期短

縮の設定に取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに「山口県瀬戸内海アサリ資源回復計画（平成 18

年 3 月 28 日公表）」で取り組んできた漁獲物規制（小型貝の保護）の措置ととも

にあさりの種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必

要がある。（別表） 

 

潜水器漁業： 

今後、あさりの漁獲量を回復させるためには、漁業調整規則や海区漁業調整委

員会指示、漁業権行使規則を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に

あさり類 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

漁獲量 8,557 4,766 1,084 1,598 4 10 15 18 12 11

（出典：山口県農林水産統計年報）
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取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに「山口県瀬戸内海アサリ資源回復計画（平成 18 年

3 月 28 日公表）」で取り組んできた漁獲物規制（小型貝の保護）の措置とともにあ

さりの種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要が

ある。（別表） 

 

 

【漁業種類別資源管理】 

(1) 小型機船底びき網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、かれい類、まだい、えび類、かに類、いか類、たこ類、貝類（あ

かがい等）など多種多様な魚種を漁獲しており、特定の魚種を選択的に漁獲する

ことはほとんどないことから、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 58 年の 20,049 トンから平成 24 年の 2,284 トンへと減少してい

る。 

1 経営体あたり漁獲量は、昭和 58 年の 18.3 トンから徐々に減少し、平成 10

年以降、10 トン弱で推移していたが、平成 20 年から再び減少し、平成 24 年に

は 4.5 トンまで減少した。 
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小型機船底びき網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

20,049 14,422 11,913 7,861 5,262 3,899 3,799 3,558 3,492 2,284

17.7 13.1 12.4 9.2 8.2 7.7 7.5 7.1 6.9 4.5

1,134 1,097 957 851 640 504 504 504 504 504

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を 8.5 ㌧（H16-H20 の 5 中 3）まで回復

させることを目標とする。 

③ 資源管理措置 

減少傾向にある漁獲量を回復させるために、当該漁業においては漁業調整規則、

許可内容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取

り組む必要がある。 

また、上記の措置の他、これまで資源管理型漁業推進総合対策による漁獲物規

制（小型魚保護）や「周防灘小型機船底びき網漁業対象種（カレイ類、ヒラメ、クルマエビ、

シャコ、ガザミ）資源回復計画（平成 16 年 11 月 19 日公表）」で取り組んできた漁獲

物規制（小型魚の保護、抱卵がざみ再放流）の措置とともに、まだいやくるまえ

びなどの種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要

がある。（別表）   

 

(2) 機船船びき網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業はかたくちいわしやしらすを主体に漁獲しているが、まあじやまだい

なども混獲されることから、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は、昭和 59 年に 9,179 トンであったものが、1,500 トンまで落ち込んだ

が、近年は若干、回復し 3,000 トン前後で推移している。また、1 経営体あたり

漁獲量も、50 トン前後にまで回復している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機船船びき網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

4,687 5,159 2,631 2,513 2,913 2,420 3,289 3,015 3,061 3,238

71.0 95.5 32.5 37.5 39.9 37.8 51.4 47.1 47.8 50.6

66 54 81 67 73 64 64 64 64 64

注H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

平成 20 年の 1 経営体あたり漁獲量（37.8 ㌧）を維持することを目標とする。 

③ 資源管理措置 

現状の漁獲量を維持させるため、漁業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵

守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の措置の他、これまで資源管理型漁業推進総合対策事業により取り

組んできた漁獲物制限（小型魚の保護）の措置についても引き続き取り組み、資

源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(3) ごち網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業はまだい、えそ、きす、かわはぎ、ひらめなど多種多様な魚種を漁獲

しており、特定の魚種を選択的に漁獲することはほとんどないことから漁業種類

別漁業管理を行う。 

近年、漁獲量は 300 トン前後で安定的に推移しており、1 漁労体あたり漁獲量

は、3 トンから 4 トンの間で安定的に推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

1 漁労体あたり漁獲量（H14-H18 の 5 中 3：3.9 ㌧）を維持することを目標と

する。 

 

ごち網漁業 （単位：トン）

H7 H9 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

191 233 263 331 382 391 358 345 291 328

1.9 2.7 3.1 3.4 3.9 4.1 4.0 3.7 3.4 4.3

100 87 85 96 98 95 90 93 86 77

※平成19年以降統計データなし （出典：山口県農林水産統計年報）
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③ 資源管理措置 

今後とも現状の漁獲量を維持するためには、漁業調整規則、許可内容、制限又

は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の措置の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んで

きた漁獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいやひらめなどの種苗放

流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(4) さし網・建網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、まあじ、かれい類、さわら類、すずき類、いか類、かに類など多

種多様な魚種を漁獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲すること

は難しいため、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 58 年に 3,564 トンであったものが減少傾向となり、平成 24 年に

は 892 トンとなっている。 

1 経営体あたり漁獲量は、平成 5 年以降、約 3 トン前後で推移していたが、平

成 24 年には 1.9 トンまで減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を 3 ㌧（H18-H22 の 5 中 3）まで回復

させることを目標とする。 

 

さし網・建網網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

3,564 2,210 2,600 2,186 1,798 1,414 1,300 1,191 1,079 892

5.0 2.6 3.1 3.0 3.0 3.1 2.8 2.6 2.4 1.9

706 863 847 727 604 459 459 459 459 459

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

また、上記措置の他、これまで資源管理型漁業推進総合対策やサワラ瀬戸内海

系群資源回復計画（平成 14 年 4 月 21 日公表）により取り組んできた漁獲物規制

（小型魚の保護）や漁具規制（網目制限）の措置とともに、がざみなどの種苗放

流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(5) はえなわ漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、ふぐ類を主体に漁獲しているが、かれい類やあなご類、たい類や

すずき類等も漁獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは

難しいことから、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 59 年の 1,528 トンから急激に減少し、平成 10 年以降は 200 ト

ン前後で推移していたが、平成 21 年から再び減少し、平成 24 年には 115 トンと

なった。 

1経営体あたり漁獲量も同様に推移し、平成24年には1.7トンと減少している。 

はえなわ漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

1,127 765 407 218 221 217 178 148 x 115

6.1 4.5 2.5 2.2 2.9 3.2 2.7 2.2 - 1.7

186 170 162 98 76 67 67 67 67 67

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 20 年の 3.2 ㌧まで回復させるこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に漁期短縮の設定に取り組

む必要がある。 

また、上記の措置の他、これまで資源管理型漁業推進総合対策で取り組んでき

た漁獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、とらふぐの種苗放流等の措置に

ついても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(6) ひきなわつり漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、たちうお類を主体にさわら類も漁獲しており、周年を通して特定

の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、漁業種類別漁業管理を行う。 

近年、漁獲量は 200 トンから 500 トンの間で推移しており、年変動が大きい。 

ひきなわつり漁業 （単位：トン）

H14 H15 H16 H17 H18 H20 H21 H22 H23 H24

190 245 455 339 446 305 273 202 243 253

2.2 3.5 3.8 3.3 5.0 - - - - -

86 71 119 104 90 - - - - -

（出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

年変動が大きい漁獲量について、平成 20 年の漁獲量（305 ㌧）を維持するこ

とを目標とする。 
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③ 資源管理措置 

今後とも現状の漁獲量を維持するため、漁業調整規則、許可内容、制限又は条

件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた漁

獲物規制（小型魚の保護）の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図

る必要がある。（別表） 

 

(7) 一本つり漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、まあじ、ぶり類、たちうお、すずき類など多種多様な魚種を漁獲

しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、

漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 59 年に 1,988 トンであったものが、その後は減少し、平成 24 年

は 397 トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量は、平成 18 年には 1.7 トンとなったが、それ以降、減少

しており、平成 24 年は 0.9 トンとなった。 

一本つり漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

1,455 1,198 972 943 901 500 493 461 399 397

1.5 1.3 1.2 1.3 1.4 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9

987 902 844 720 645 461 461 461 461 461

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 18 年の 1.7 トンまで回復させる

ことを目標とする。 
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③ 資源管理措置 

減少傾向にある漁獲量を維持するためには、漁業調整規則、許可内容、制限又

は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた漁

獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいなどの種苗放流等の措置につ

いても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

   

(8) かご漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、あなご類、かに類、たこ類、その他魚類など多種多様な魚種を漁

獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、

漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は平成 5年以降は減少傾向で推移し、平成 22年は 264トンとなった。 

1経営体あたり漁獲量も同様の傾向で推移し、平成 22 年は 0.2 トンとなった。 

かご漁業（あなご類、かに類、その他の魚類、たこ類(たこつぼ除く）） （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H18 H19 H20 H21 H22

476 574 690 502 355 332 312 306 288 264

- - - 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

- - - 1,557 1,639 1,475 1,415 1,418 1,486 1,504

（出典：山口県農林水産統計年報、水産振興課資料）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 16 年の 0.3 トンまで回復させる

ことを目標とする。 

③ 資源管理措置 

減少傾向にある漁獲量を回復させるためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ
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る。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた漁

獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいの種苗放流等の措置について

も引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(9) 小型定置網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、このしろ、まあじ、すずき類、ぶり類など多種多様な魚種を漁獲

しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、

漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 59 年に 1,525 トンであったものが減少し、平成 15 年以降は 300

トン前後で推移していたが、平成 24 年に再び減少し、207 トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量は、平成 15 年以降は 5 トン前後で推移した後、平成 18

年以降は増加傾向に転じたが、平成 24 年に再度、減少し、4.8 トンとなった。 

小型定置網 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

1,338 817 543 571 333 325 306 297 ｘ 207

12.9 9.6 7.0 8.3 5.6 7.6 7.1 6.9 - 4.8

104 85 78 69 60 43 43 43 43 43

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 20 年の 7.6 ㌧まで回復させるこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、公的規制（漁業調整規則、漁業

権行使規則）を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要
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がある。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた漁

獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいやひらめなどの種苗放流等の

措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(10) 採貝・採藻漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、あわび類、さざえ、わかめ類、ひじきなど多種多様な魚介類を漁

獲しており、周年を通して特定の魚介類を選択的に漁獲することは難しいことか

ら、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 58 年に 5,566 トンであったものが、貝類の漁獲が減少し、平成

15 年に 73 トンまで減少した。最近は藻類の漁獲が増加し、300 トン前後を維持

している。 

1 経営体あたり漁獲量は、昭和 58 年から平成 15 年までは 7 トンから 3.5 トン

と半減したが、その後増加し、平成 24 年は 7 トンとなった。 

採貝・採藻漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

5,566 3,392 1,164 523 73 308 310 227 351 437

7.0 5.7 3.7 3.7 3.5 5.0 5.0 3.7 5.7 7.0

795 593 311 143 21 62 62 62 62 62

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

1 経営体あたり漁獲量を平成 19 年の 16.6 トンまで回復させることを目標とす

る。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則や漁業権行使規則
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を遵守するほか、自主的措置として、重点的に漁期短縮の設定に取り組む必要が

ある。 

また、上記の他、これまでに組んできたあわびなどの種苗放流等の措置につい

ても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

 

 

◇ 日本海海域 

【魚種別資源管理】 

(1) とらふぐ 

① 漁獲の状況 

当該魚種は、主にはえなわ漁業により漁獲されており、資源量は平成 14 年の

903 トンから平成 18 年に 1,043 トンまで若干回復したものの、その後、減少を

続け、平成 23 年には 866 トンとなった。 

とらふぐ （単位：トン）

H7 H8 H10 H13 H15 H19 H20 H21 H22 H23

資源量 - - - 903 987 905 913 874 866

漁獲量 123 119 38 43 32 44 38 34 33 27

出典：「平成24年度トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の資源評価」、H13以前の漁獲量は「山口県農林水産統計年報」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 資源管理目標 

資源の状況が低位減少傾向にあることから、資源の減少傾向をくい止め、現状

の資源量を維持することを目標とする。 

③ 資源管理措置 

対象漁業：はえなわ漁業 

具体的取組については、後述の漁業種類別（はえなわ漁業）の資源管理の取組
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事項に従う。 

 

(2) あまだい類 

① 漁獲の推移 

当該魚種は、主にはえなわ漁業により漁獲されており、漁獲量は、昭和 58 年

の 7,740 トンから平成 20 年の 265 トンへと急激に減少したが、その後若干、増

加傾向となり、平成 24 年は 291 トンとなった。 

あまだい類 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

漁獲量 7,740 6,893 1,953 574 386 265 295 297 269 291

（出典：山口県農林水産統計年報）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

現状の漁獲量を維持しながら、資源の減少を防ぐことを目標とする。 

③ 資源管理措置 

対象漁業：はえなわ漁業 

具体的取組については、後述の漁業種類別（はえなわ漁業）の資源管理の取組

事項に従う。 

 

(3) いか類（けんさきいか、するめいか） 

① 漁獲の状況 

けんさきいか、するめいかは、主に沿岸いかつり漁業（許可漁業、自由漁業）

で漁獲されている。 

漁獲量は、昭和 58 年から平成 4 年までは 6,000～7,000 トンであったものが平

成 5 年以降、急激に減少し、平成 24 年には 1,103 トンとなった。 

1経営体あたり漁獲量も同様の傾向を示し、平成24年は2.4トンまで減少した。 
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いかつり漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

7,916 6,989 5,766 2,518 2,253 1,692 1,391 1,509 1,415 1,103

8.6 7.3 7.3 3.5 3.9 3.7 3.0 3.3 3.1 2.4

917 961 787 725 583 463 463 463 463 463

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした (出典：山口県農林水産統計年報)

経営体数

漁獲量

1経営体あたり漁獲量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 20 年の 3.7 ㌧まで回復させるこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

対象漁業：いかつり漁業 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか､自主的措置として､重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

また、上記の他、光力上限制限やこれまでに取り組んできた漁具規制（光力）

の措置等についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

なお、他道府県海域で操業する者にあっては、自県海域同様、当該海域におけ

る公的規制を遵守するとともに、資源の維持増大のための措置についても取り組

む必要がある。 

 

(4) しいら類 

① 漁獲の状況 

しいら類は、主にしいら漬漁業により漁獲されていることから、魚種別漁業管

理を行う。 

漁獲量は、昭和 59 年の 1,346 トンであったものが漁労体の減少とともに漁獲

量も減少し、成 18 年には 136 トンに減少した。 
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1 漁労体あたり漁獲量は、近年 40 トン台で安定的に推移している。 

しいら類 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H13 H14 H15 H16 H17 H18

漁獲量 1,226 762 872 491 223 171 268 253 270 136

1漁労体あたり漁獲量 47.2 47.6 79.3 40.9 27.9 24.4 44.7 42.2 45.0 45.3

漁労体数 26 16 11 12 8 7 6 6 6 3

※H19以降統計データなし （出典：山口県農林水産統計年報）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

対象漁業の平成 18 年の 1 漁労体あたり漁獲量（45.3 ㌧）を維持することを目

標とする。 

③ 資源管理措置 

対象漁業：しいら漬漁業 

今後、対象漁業の漁獲量を維持するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

また、上記の他、これまでに取り組んできた漁具規制（灘漬の設置時期・個数）

等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(5) ばい類 

① 漁獲の状況 

ばい類は、主に雑魚かご漁業により漁獲されていることから、魚種別漁業管理

を行う。 

漁獲量は、平成 16 年度から平成 22 年度にかけては 400 トン台であったもの

が、平成 24 年度には 263 トンに減少した。 

1 経営体あたり漁獲量も、65.8 トンと減少している。 
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 22 年度の 115 ㌧まで回復させる

ことを目標とする。 

③ 資源管理措置 

対象漁業：雑魚かご漁業 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

 

(6) くろまぐろ 

① 資源及び漁獲の状況 

資源の状況については、北太平洋まぐろ類国際科学委員会において、現在、1952

～2012 年における推定資源量の最低レベルに近いと推定されている。現在の資

源水準は低位、動向は減少と判断される。 

本県における漁獲量は、平成 20 年には 498 トンあったが、平成 24 年には 111

トンへと急激に減少した。 

 

 

ばい類 （単位：トン）

H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

131 282 446 459 448 406 476 461 386 263

32.8 70.6 111.6 114.6 112.0 101.4 118.9 115.1 96.4 65.8

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（出典：山口県漁協資料、山口県）
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 ② 資源管理目標 

資源の状況が低位減少傾向にあることから、これまで行ってきた自主的な取り

組みに加え、強度の自主的な資源管理措置の取り組みを促し、当該資源の回復を

目標とする。 

③ 資源管理措置 

対象漁業：ひきなわつり漁業、大型定置網漁業、小型定置網漁業 

具体的取組については、後述の漁業種類別（ひきなわつり漁業、大型定置網漁

業、小型定置網漁業）の資源管理の取組事項に従う。 

 

 

【漁業種類別資源管理】 

(1) 小型機船底びき網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、かれい類、たい類、えび類、いか類など多種多様な魚種を漁獲し

ており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、漁

業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 58 年に 5,233 トンであったものが、昭和 63 年以降 2,000 トン前

後で推移していたが、平成 20 年以降、減少傾向にあり平成 24 年には 1,536 トン

に減少している。 

1 経営体あたり漁獲量は、平成 5 年以降増加傾向にあったが、平成 19 年以降

減少傾向に転じ、平成 24 年は 16.7 トンとなった。 

くろまぐろ （単位：トン）

H19 H20 H21 H22 H23 H24

漁獲量 218 498 261 173 139 111

（出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1経営体あたり漁獲量を平成 20年の 19㌧まで回復させること

を目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、減少傾向にある資源を回復させるため、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた漁

獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいやくるまえびなどの種苗放流

等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(2) 機船船びき網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、いわし類を主体に漁獲しているが、まあじ類、たい類、さわら類

も混獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいこと

から、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は、昭和 58 年以降、600 トン台から 3,000 トン台の間で年によって大

きく変動している。 

1 経営体あたり漁獲量も昭和 58 年以降、30 トン台から 140 トン台の間で年に

よって大きく変動している。 
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小型機船底びき網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

5,233 2,577 1,809 2,112 2,085 1,751 1,778 1,649 1,531 1,536

20.7 11.7 9.4 13.9 18.0 19.0 19.3 17.9 16.6 16.7

253 221 192 152 116 92 92 92 92 92

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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機船船びき網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

2,223 1,706 3,419 2,018 2,068 1,789 689 1,623 987 851

88.9 71.1 142.5 87.7 108.8 89.5 34.5 81.2 49.4 42.6

25 24 24 23 19 20 20 20 20 20

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

年変動の大きい対象漁業の 1 経営体あたり漁獲量（H16-H20 の 5 中 3：98.4

㌧）を維持することを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を維持するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

また、上記の他、これまで取り組んできた操業時間制限についても引き続き取

り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(3) 中型まき網漁業・小型まき網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、あじ類を主体に漁獲しているが、さば類、いわし類も漁獲してお

り、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、漁業種

類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 58 年に 10,644 トンであったものが、近年は 4,000 トン台から

6,000 トン台の間で推移していたが、平成 24 年に大きく減少し、2,550 トンとな

った。 

1 経営体あたり漁獲量は、平成 10 年の 247.9 トンから平成 19 年の 553.8 トン

まで増加傾向で推移したが、平成 24 年は 182.1 トンへ大きく減少した。 
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中・小型まき網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

10,644 8,643 5,374 8,430 4,027 5,141 6,643 4,748 4,892 2,550

121.0 180.1 145.2 247.9 268.5 367.2 474.5 339.1 349.4 182.1

88 48 37 34 15 14 14 14 14 14

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

対象漁業の年度毎の TAC 配分に留意し、TAC 配分枠内において減少傾向にあ

る漁獲量を回復させることを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、海洋生物資源の保存及び管理に

関する法律、漁業調整規則、許可内容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措

置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに取り組んできた操業区域制限の措置についても引

き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(4) さし網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、ぶり類、いさき、たい類のほか、さわら類やすずき類など、多種

多様な魚種を漁獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは

難しいことから、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は、昭和 58 年に 2,778 トンであったものが減少傾向で推移し、平成 22

年は 1,630 トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量も同様に増減を繰り返し、平成 22 年には 7 トンとなっ

た。 
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さし網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H18 H19 H20 H21 H22

2,778 2,227 2,066 1,570 1,974 1,908 1,874 1,503 1,484 1,630

7.4 5.2 4.9 4.5 6.7 8.0 7.8 6.4 6.3 7.0

373 429 424 349 295 239 239 234 234 234

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

対象漁業の平成 20 年の 1 経営体あたり漁獲量（6.4 ㌧）を維持することを目標

とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を維持するためには、漁業調整規則、許可内容、制限

又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要があ

る。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた漁

獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいなどの種苗放流等の措置につ

いても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(5) 建網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業はまだいやひらめ、いさき、めだいなど多種多様な魚種を漁獲してお

り、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいため、漁業種類別

漁業管理を行う。 

近年、漁獲量は 136トンから 1,326トンの間で推移しており、年変動が大きい。

1 経営体あたり漁獲量も同様の傾向であり、年によって 0.7 トンから 11.9 トンと

変動が大きい。 
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建網漁業 （単位：トン）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

1,211 136 444 1,326 1,148 1,090 876

4.3 0.7 2.5 7.7 6.7 11.9 10.3

283 191 179 172 172 92 85

(出典：山口県農林水産統計年報、県漁協資料、角島漁協資料)
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② 資源管理目標 

年変動が大きい対象漁業の 1 経営体あたり漁獲量（H20-24 の 5 中 3:8.2 ㌧）

を安定させることを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後とも 1 経営体あたり漁獲量を安定させるためには、漁業調整規則、許可内

容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に漁期短縮の設定

に取り組む必要がある。 

また、上記の他、資源管理型漁業推進総合対策によりこれまでに取り組んでき

た操業区域規制や漁獲物規制（小型魚の保護）の措置に取り組むとともに、まだ

いやひらめなどの種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を

図る必要がある。（別表） 

 

(6) 敷網漁業・すくい網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、いわし類を主体に漁獲しているが、あじ類やいかなご類も漁獲し

ており、周年を通じて特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、漁

業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 61 年に 19,349 トンであったものが平成 3 年以降減少し、平成

24 年は 2,810 トンまで減少している。 
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1 経営体あたり漁獲量は、近年は 50～60 トン台で推移していたが、平成 24 年

に 29 トンに減少した。 

敷網漁業・すくい網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

13,642 10,132 13,128 10,316 7,207 6,390 3,838 4,868 4,188 2,810

82.2 68.9 105.9 86.0 63.8 65.9 39.6 50.2 43.2 29.0

166 147 124 120 113 97 97 97 97 97

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 20 年の 65.9 ㌧まで回復させるこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則、委員会指示、許

可内容、制限又は条件を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り

組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに取り組んできた特定期間の操業区域規制等の措置

についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(7) はえなわ漁業 

① 漁獲の推移 

当該漁業は、ふぐ類やあまだい類を主体に漁獲している。 

漁獲量は昭和 58 年に 9,694 トンであったが急激に減少し、平成 24 年は 510

トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量も同様の傾向で推移し、近年は 5 トン前後で推移してい

る。 
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はえなわ漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

9,694 8,374 2,544 1,359 911 653 620 548 x 510

25.1 24.3 9.1 7.1 6.1 5.6 5.3 4.7 - 4.4

386 344 279 192 149 116 116 116 116 116

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

対象漁業の平成 20 年の 1 経営体あたり漁獲量（5.6 ﾄﾝ）を維持することを目標

とする。 

③ 資源管理措置 

今後、とらふぐの資源量を維持するとともに、あまだい類の漁獲量を維持しつ

つあまだい類の資源量の減少を防ぐためには、自主的措置として、重点的に漁期

短縮の設定に取り組む必要がある。 

また、上記の他、資源管理型漁業推進総合対策による漁獲規制（小型魚の保護）

及び「九州・山口北西海域トラフグ広域資源管理方針（平成 24 年 2 月 3 日公表、

平成 26 年 3 月 12 日更新）」や「山口県日本海海域におけるはえ縄漁業の資源管

理計画（平成 23 年 6 月 25 日作成）」で取り組んでいる漁具規制（針の大きさ）

や漁獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、とらふぐやあまだいの種苗放流

等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

(8) ひきなわつり漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、ぶり類、さわら類、まぐろ類、かつお類など多種多様な魚種を漁

獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいことから、

漁業種類別漁業管理を行う。 
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漁獲量は 100 トン前後から 300 トン台の間で年によって大きく変動している。 

1 漁労体あたり漁獲量も、0.7 トンから 1.6 トンの間で年変動が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資源管理目標 

年変動の大きい対象漁業の漁獲量（H16-H20 の 5 中 3：181 ㌧）を維持するこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を維持するためには、委員会指示を遵守するほか、自

主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

なお、資源水準の低下が顕著となっている、くろまぐろを対象として操業を行

う場合は、強度の資源管理（休漁又は漁業収入安定対策事業実施要綱(平成 23 年

3月 29日付 22水漁第 2322号農林水産事務次官依命通知)別紙 2(1)から(3)までの

いずれか）に取り組む必要がある。 

さらに、上記の他、これまでに取り組んできた漁具規制（漁具全長制限）の措

置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

  (9) 一本つり漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、ぶり類、あじ類、いさき、さわら類、まぐろ類、さば類など多種

多様な魚種を漁獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは

難しいことから、漁業種類別漁業管理を行う。 

ひきなわつり漁業 （単位：トン）

H10 H12 H14 H16 H18 H20 H21 H22 H23 H24

252 316 233 238 93 357 140 177 143 102

1.3 1.3 1.2 1.6 0.7 - - - - -

199 242 193 153 127 - - - - -

（出典：山口県農林水産統計年報）
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漁獲量は、昭和 58 年の 1,228 トンから平成 5 年に 657 トンに大きく減少した

後、増加傾向に転じ、平成 24 年は 1,280 トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量は、平成 10 年以降、ほぼ 3 トン台で推移し、平成 24 年

は 3.2 トンとなった。 

一本つり漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

1,228 823 657 1,434 1,347 1,374 1,338 2,114 1,480 1,280

1.7 1.7 1.4 3.2 2.9 3.4 3.3 5.3 3.7 3.2

744 494 461 445 457 401 401 401 401 401

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

対象漁業の平成 20 年の 1 経営体あたり漁獲量（3.4 ㌧）を維持することを目標

とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を維持するためには、委員会指示を遵守するほか、自

主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んできた操

業時間制限や漁獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいやひらめなど

の種苗放流等の措置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。

（別表） 

 

  (10) 大型定置網漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、ぶり類、さわら類、いか類、あじ類、さば類など多種多様な魚種

を漁獲しており、周年を通して選択的に特定の魚種を漁獲することは難しいこと

から、漁業種類別漁業管理を行う。 
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漁獲量は、昭和 61 年に 4,291 トンとなった後に減少傾向となり、平成 5 年以

降は 800 トンから 1,200 トン前後で推移している。 

1 経営体あたり漁獲量も同様に、平成 5 年以降、100 トンから 200 トン前後で

推移しており、平成 24 年は 140.7 トンとなった。 

大型定置網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

3,148 3,336 1,210 951 1,140 1,067 956 1,025 960 844

185.2 370.7 86.4 118.9 162.9 177.8 159.3 170.8 160.0 140.7

17 9 14 8 7 6 6 6 6 6

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）
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② 資源管理目標 

対象漁業の平成 20 年の 1 経営体あたり漁獲量（177.8 ㌧）を維持することを

目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を維持するためには、海洋生物資源の保存及び管理に

関する法律を遵守するほか、自主的措置として、以下の措置に取り組む必要があ

る。 

 蓋井島地区：漁具規制（網目拡大）、種苗放流 

 上記以外の地区：休漁の設定 

なお、資源水準の低下が顕著となっている、くろまぐろが漁獲される場合は、

強度の資源管理（漁業収入安定対策事業実施要綱(平成 23 年 3 月 29 日付 22 水漁

第 2322 号農林水産事務次官依命通知)別紙 2(1)から(3)までのいずれか）に取り組

む必要がある。 

またさらに、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んで

きた漁獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいなどの種苗放流等の措

置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 
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(11) 小型定置網漁業 

① 漁獲の推移 

当該漁業は、ぶり類、あじ類、いか類、さわら類、さば類など多種多様な魚種

を漁獲しており、周年を通して特定の魚種を選択的に漁獲することは難しいこと

から、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は、昭和 61 年に 2,300 トンであったものが平成 15 年に 706 トンに減

少したが、その後、増加傾向に転じたものの、平成 21 年から再び減少し、平成

24 年は 654 トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量も同様の傾向となり、昭和 61 年の 46.9 トンから平成 24

年は 22.8 トンに減少している。 

小型定置網漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

1,762 1,964 1,189 833 706 926 812 654 ｘ 525

45.2 39.3 24.8 19.4 22.1 40.3 35.3 28.4 - 22.8

39 50 48 43 32 23 23 23 23 23

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）

漁獲量
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② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 20 年の 40.3 ㌧まで回復させるこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業権行使規則を遵守するほか、

自主的措置として、以下の措置に重点的に取り組む必要がある。 

奈古地区：漁具規制（網目拡大）、種苗放流 

六連島地区：漁具規制（使用漁具数制限）、種苗放流 
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上記以外の地区：休漁の設定 

なお、資源水準の低下が顕著となっている、くろまぐろが漁獲される場合は、

強度の資源管理（漁業収入安定対策事業実施要綱(平成 23 年 3 月 29 日付 22 水漁

第 2322 号農林水産事務次官依命通知)別紙 2(1)から(3)までのいずれか）に取り組

む必要がある。 

またさらに、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策で取り組んで

きた漁獲物規制（小型魚の保護）の措置とともに、まだいなどの種苗放流等の措

置についても引き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

 

 

(12) 採貝・採藻漁業 

① 漁獲の状況 

当該漁業は、あわび類、さざえ、わかめ類、ひじきなど多種多様な魚介類を漁

獲しており、周年を通して特定の魚介類を選択的に漁獲することは難しいことか

ら、漁業種類別漁業管理を行う。 

漁獲量は昭和 58 年に 2,119 トンであったものが減少し、平成 5 年に 1,378 ト

ンとなって以降、概ね安定的に推移していたが、平成 21 年から再び減少し、平

成 24 年には 900 トンとなった。 

1 経営体あたり漁獲量も同様に、昭和 58 年の 6.1 トンであったものが減少し、

平成 5 年から平成 20 年の間は 2 トン前後で推移していたが、平成 24 年には 1.4

トンとなった。 

採貝・採藻漁業 （単位：トン）

S58 S63 H5 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24

2,119 1,869 1,378 1,181 1,308 1,374 1,343 1,156 1,098 900

6.1 2.7 1.9 1.8 1.9 2.1 2.0 1.7 1.7 1.4

349 694 742 650 690 663 663 663 663 663

注）H21以降の経営体数はH20と同数とした （出典：山口県農林水産統計年報）

漁獲量

1経営体あたり漁獲量

経営体数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

S58 S63 H5 H10 H15 H20

１
経
営
体
あ
た
り
漁
獲
量(

ト
ン)

漁
獲
量(

ト
ン)

採貝・採藻漁業

漁獲量 1経営体あたり漁獲量



37 

 

 

② 資源管理目標 

減少傾向にある 1 経営体あたり漁獲量を平成 18 年の 2.8 ㌧まで回復させるこ

とを目標とする。 

③ 資源管理措置 

今後、対象漁業の漁獲量を回復するためには、漁業調整規則や漁業権行使規則

を遵守するほか、自主的措置として、重点的に休漁に取り組む必要がある。 

また、上記の他、これまでに資源管理型漁業推進総合対策により取り組んでき

た操業時間制限等の措置とともに、あわびなどの種苗放流等の措置についても引

き続き取り組み、資源の回復を図る必要がある。（別表） 

第３ その他 

   本資源管理指針に従い、関係する漁業者等が資源管理計画を定めた場合には、同

計画に記載される資源管理措置について各関係漁業者は誠実に履行することが必要

であるため、資源管理協議会は、別紙（資源管理措置の履行確認手段について）に記

載する手段を用い、その履行を適切に確認することとし、各関係漁業者は、資源管理

協議会の行う履行確認に積極的に協力しなければならない。 

   さらに、各関係漁業者は、従来から漁業者の自主的取組として行われている資源

管理措置については引き続き実施するとともに、休漁期間中も含め、種苗放流や漁場

整備等の取組に積極的に参加し、資源の増大に努めるとともに、水質の保全、藻場及

び干潟の保全及び造成、森林の保全及び整備等により漁場環境の改善にも取り組む必

要がある。（別表） 

さらに、水産基本計画（2012 年 3 月）では、地域において実施体制が整った場合

には、個別割当についても利用を推進するとしている。公的な試験研究機関が設定す

る科学的知見に基づく漁獲量上限等を基に、漁業者団体の自主的な取組として、年間

又は漁期ごとの漁獲量を漁業者等に割当てとして配分し、全体漁獲量を管理すること

で十分な効果があると判断された場合には、個別割当を活用した強度の資源管理に取

り組むことが重要である。 

なお、積極的な資源管理に取り組むためには、経営管理の合理化や事業の共同化等

により漁業経営基盤の強化に取り組むことも重要な課題であり、これらについても積

極的に取り組むことが重要である。 
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別 表 

 【山口県瀬戸内海海域】   

漁業種類 資源管理措置の内容 

さわら・たい・まなが

つお流さし網 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

◇資源回復計画（さわら） 

・網目 10.6cm 以上 

◇種苗放流 

採貝漁業（あさり） 
◇資源回復計画（あさり） 

・殻長 3cm 以下のあさり漁獲禁止 

小型機船底びき網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 15cm 以下のとらふぐ再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇資源回復計画 

・まこがれい全長 15cm 以下、めいたがれい全長  

15cm 以下、いしがれい全長 15cm 以下、ひらめ全

長 25cm 以下、くるまえび全長 10cm 以下、しゃこ

全長 10cm 以下再放流 

・抱卵がざみ再放流 

・改良漁具（網目拡大）の導入 

◇種苗放流 

機船船びき網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 

ごち網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 

さし網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 
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漁業種類 資源管理措置の内容 

建網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 

はえなわ漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 15cm 以下のとらふぐ再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

・ふぐはえなわの釣針の直径 1.2mm 以上 

◇種苗放流 

ひきなわつり漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 

一本つり漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 

小型定置網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 15cm 以下のとらふぐ再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 

採貝・採藻（あさりを

除く） 

◇種苗放流 

潜水器漁業 

（本山以西地区） 

・漁期前にあさり資源調査を実施し、操業区域を決定 

（宇部地区） 

・操業時間は 13 時まで 

かご漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 20cm 以下のすずき再放流 

◇種苗放流 
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【山口県日本海海域】 

漁業種類 資源管理措置の内容 

小型機船底びき網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

（手繰第二種は 20cm 以下） 

◇種苗放流 

機船船びき網漁業 ・網入時間制限 

ごち網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

◇種苗放流 

まき網漁業 

・萩市沖合の特定禁止区域の設定 

・長門市沖合の特定禁止区域の設定 

・下関市沖合の特定禁止区域の設定 

さし網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

◇種苗放流 

建網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

（沖建網：ひらめ） 

・5/1～5/15 はひらめ対象の操業禁止 

・豊北町二見沖合（人工魚礁）、油谷町川尻沖合（人工

魚礁）、萩市見島沖合（天然礁、コブダシ）の区域は

ひらめ対象の沖建網の操業禁止 

（沖建網：いさき） 

・見島漁場及び汐巻漁場の操業期間は 3/15～6/30、 

 9/1～10/31 

・全長 20cm 未満のいさきは再放流 

・3/15～4/30 は他の一般漁場と同時操業可 

◇種苗放流 
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漁業種類 資源管理措置の内容 

敷網・すくい網漁業 

◇油谷湾開発協議会申し合わせ 

・棒受網 

  長門市泊鼻から長門市江ノ島の東の角を見通した

線より内側、長門市側大浦支店管理区域内のうち、

長門市泊鼻から長門市俵島灯台にかけての地先は距

岸 500m 以内。 

  5/1～6/10 及び 11/10～翌年 3/31 は操業禁止。 

・すくい網 

  5/1～6/10 及び 11/10～12/31 は操業禁止 

はえなわ漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

◇資源回復計画 

（あまだい類） 

・使用する針の大きさを現状（たい針 10 号）より小さ

くしないこと 

・全長 20cm 以下再放流 

（とらふぐ） 

・全長 25cm 以下の再放流（下関地区は 20cm） 

◇種苗放流 

いかつり漁業 

◇放電灯の個数は 3 個（1 個あたり 3kw 以下）以内。

ただし 3.5 海里以内の放電灯の使用禁止。阿武萩海域は

3 海里以内の放電灯使用禁止。 

ひきなわつり漁業 ・ウケタ操業は全長 150m 以内 

一本つり漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

（アミを使用するいさき釣） 

・対象海域：見島漁場、汐巻漁場 

・操業期間：7/1～9/30 

・操業時間：午前 6 時～午後 7 時 

・全長 20cm 未満再放流 

◇種苗放流 

大型定置網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

◇種苗放流 
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漁業種類 資源管理措置の内容 

小型定置網漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

◇種苗放流 

しいら漬漁業 

・灘漬の設置時期：1 番線及び 2 番線は 25 丁、3 番線

及び 4 番線は 20 丁、その他の番線は 15 丁まで設置

可能（7/1 以降は増丁可能） 

採貝・採藻 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

（萩地区：あわび） 

・漁期短縮の設定：10/21～11/30 

（和久地区：あわび） 

・漁期短縮の設定：10/21～11/30 

・保護区設定 

（阿川：あわび、さざえ） 

・漁期短縮の設定：8/15～9/30 

（阿川：うに） 

・操業期間：6～8 月の大潮に 4 回、口開け 

・操業時間：14 時～日没 

・拘引漁具禁止、素潜りは 3 潮目から 

（六連島：あわび、さざえ） 

・裸もぐりのみ、火光利用・鉾突き禁止 

・操業時間：10 時～15 時 

・操業期間：7/1～10/31、12/21～3/31 

◇種苗放流 

かご漁業 

◇資源管理型漁業推進総合対策 

・全長 15cm 以下のまだい再放流 

・全長 25cm 以下のひらめ再放流 

◇筒漁業自主規制 

・夜間、一本釣が掛かり釣りの操業を行っている付近

における操業自粛 

・沖合底びき網漁業禁止区域内においては、夕方筒を

設置し、明け方に取り上げることを基本とする 

・一連当たり 250 個以内で三連以内とする（750 個以

内） 

◇種苗放流 
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別 紙 

 

資源管理措置の履行確認手段について 

 

 各漁業者の行う資源管理措置の履行確認に当たっては、下記左欄の各資源管理措置ご

とに、右欄に掲げる各手段のいずれかを用いることとし、併せて漁獲量把握システムを

活用するものとする。 

 

資源管理措置 履行確認手段 

休 漁 

・漁協仕切伝票 

 

・市場荷受伝票 

 

・各漁業者作成の操業日誌 

 

・停泊時写真 

漁期短縮の設定 

・漁協仕切伝票 

 

・市場荷受伝票 

 

・各漁業者作成の操業日誌 

 

・漁具等の写真 

漁具規制 ・漁具、操業設備の写真 

種苗放流 ・種苗放流に要した経費を負担した証拠書類 

漁獲量の制限 ・漁獲量の制限を実施した証拠書類 

 


